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３月のごみ・資源収集日程
問合せ　環境業務課 ☎ 072（634）0210へ

地 域

ステーション収集 （地域の決められた場所）
もやせる

ごみ

もやせない

ごみびん、 缶、

食品トレイ

古紙

古着
ペットボトル

水銀使用

製品

安
威
川
以
北
地
域

千里丘1・2、千里丘3の1～7番・
15番・16番、千里丘東 1・2 14日㊋、28日㊋ ８日㊌ 7日㊋、21日㊋ 7日㊋

毎
週
㊊
・
㊍

１
日
㊌
・
15
日
㊌

千里丘 3の 8 ～ 14 番、千里丘 4
～ 7、千里丘新町 14日㊋、28日㊋ ８日㊌ ３日㊎、17日㊎ ３日㊎

千里丘東 3～ 5 10日㊎、24日㊎ ８日㊌ 7日㊋、21日㊋ 21日㊋
庄屋 1・2、東正雀、南千里丘、三島
3の 14番 10日㊎、24日㊎ ８日㊌ ３日㊎、17日㊎ 17日㊎

正雀本町 1・2、正雀 1・2 7日㊋、21日㊋ 22日㊌ 14日㊋、28日㊋ 14日㊋
正雀 3・4、三島 1・2、三島 3（14番
除く） 7日㊋、21日㊋ 22日㊌ 10日㊎、24日㊎ 10日㊎

桜町 1・2、学園町 1・2、鶴野 1～ 4 ３日㊎、17日㊎ 22日㊌ 14日㊋、28日㊋ 28日㊋
香露園、昭和園 ３日㊎、17日㊎ 22日㊌ 10日㊎、24日㊎ 24日㊎

安
威
川
以
南
地
域

北別府町、浜町、東別府 1～ 5 13日㊊、27日㊊ １日㊌ ６日㊊、20日㊊ ６日㊊

毎
週
㊋
・
㊎

８
日
㊌
・
22
日
㊌

別府 1～ 3 13日㊊、27日㊊ １日㊌ ２日㊍、16日㊍ ２日㊍
南別府町、西一津屋、一津屋 1～ 3 ９日㊍、23日㊍ １日㊌ ６日㊊、20日㊊ 20日㊊
鳥飼和道 1・2、東一津屋、新在家
1・2、鳥飼八防 1、鳥飼八防 2（8・9
番除く）、鳥飼西 5の 3・4番

９日㊍、23日㊍ １日㊌ ２日㊍、16日㊍ 16日㊍

鳥飼西 1～ 4、鳥飼西 5（3・4番除
く）、鳥飼八防 2の 8・9番 ６日㊊、20日㊊ 15日㊌ 13日㊊、27日㊊ 13日㊊

鳥飼野々 1～ 3、鳥飼本町 1～ 5 ６日㊊、20日㊊ 15日㊌ ９日㊍、23日㊍ ９日㊍
鳥飼下 1～ 3、鳥飼中 1～ 3 ２日㊍、16日㊍ 15日㊌ ９日㊍、23日㊍ 23日㊍
鳥飼新町 1・2、鳥飼銘木町、鳥飼上
1～ 5、鳥飼八町 1・2 ２日㊍、16日㊍ 15日㊌ 13日㊊、27日㊊ 27日㊊

※古紙・古着について集団回収をご利用の場合は、それぞれの地域の排出方法をご確認ください。
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（赤字は祝日）

※

問合せ　環境センター☎ 072（634）0211へ

環境センターでのごみの焼却が終わります環境センターでのごみの焼却が終わります

　茨木市とのごみの広域処理の実施に伴い、摂津市環境センターでのごみの
焼却業務を終了します。
　環境センターでは、昭和 42年に焼却炉（１号炉）が完成して以来、ごみの増
加や環境対策のために焼却炉の増設や更新、施設の改良に努め、56年間焼却
業務を行ってきました。しかし、本市のごみ処理を安定的で持続可能なもの
にするために、茨木市との広域連携でごみ処理を行うこと
になりました。

　それに伴い、４月からはごみの持ち込み先が、茨木市環境衛
生センター（茨木市東野々宮町 14-1）に変わります。
　持込方法などの詳細は「ごみ分別ガイドブック」や市ホーム
ページ（右記QR）をご覧ください。


